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外国人向け相談センター   ４
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6412344_きらめっく_No118.indd   1 2019/10/22   15:26:13



� 2019年（令和元年）11月1日ʮ͖ΒΊͬ͘ʯ/P�11�

ʕɹ2ɹʕ

　消費者庁はゲノム編集技術を使った農水産
物の大半について、生産者や販売者に対し、
ゲノム編集技術応用食品（ゲノム編集食品）
であるとの表示を義務付けないこととしまし
た。早ければ年内にも販売が始まる見通しで
す。
　ゲノム編集食品とは、特定の遺伝子を切断
するなどして、特定の機能を高めたり、収量
を増やしたりするものです。その際、外部か
ら遺伝子を挿入する場合と挿入しない場合が
ありますが、現在はその大半が挿入しないも
のだといわれています。このため、ゲノム編
集技術を用いたものか、従来の育種技術を用
いたものか判別がつかず、消費者庁は「表示
義務に違反する商品があっても見抜けない」
として、表示の義務化を見送る考えを示しま
した。
　消費者庁は、消費者団体などから表示を求
める声が上がっていることを踏まえ、義務づ
けられていない食品でも、生産者や技術者が
自主的にホームページ等で情報公開をするよ
う働きかける方針です。
　一方、別の遺伝子を挿入したものに関して

は、遺伝子組換え食
品と同様の審査が必
要となります。
　また、厚生労働省
はゲノム編集食品を
販売する事業者に対し、届け出ることを求め、
10月から制度の運用を始めました。届け出る
内容は、ゲノム編集技術の詳細や食品に有害
物質が含まれていないこと、外来遺伝子が残
っていないことなど。届け出があった情報は
厚労省のホームページで公表します。

アレルギー表示推奨品目に
アーモンドを追加

　消費者庁は、食物アレルギーを引き起こす
材料を使用した加工食品に表示をするよう推
奨しており、新たにアーモンドを追加しまし
た。
　食品表示法では、アレルギーの特定原材料
となる７品目（エビ、カニ、卵、乳、小麦、
そば、落花生）に対しては、表示が義務付け
られています。特定原材料に準ずるものとし

ゲノム編集食品の大半、表示義務なしゲノム編集食品の大半、表示義務なし
販売時は厚労省へ届け出販売時は厚労省へ届け出

　10月からの消費税増税に伴い、内閣府は
消費税価格転嫁等総合相談センターを開設
しています。消費税の総額表示や、便乗値
上げ、軽減税率などの相談を受け付けてい
ます。
〇便乗値上げについて（消費者庁）
　消費者調査課
　☎03－3507－9196
〇�消費者向けのポイント還元窓口
　（経済産業省）
　一般社団法人キャッシュレス推進協議会

　フリーダイヤル0120－010－975
　　　　（平日10時から18時まで）
〇軽減税率制度について（国税庁）
　消費税軽減税率電話相談センター
　フリーダイヤル0120－205－553
　　　　（9時から17時まで、土日祝除く）
〇総合相談（内閣府）
　消費税価格転嫁等総合相談センター
　フリーダイヤル0120－200－040
　　　　（�9時から17時まで、土日祝日、

年末年始除く）

消費税増税で
便乗値上げなど相談窓口
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て、ڇやಲ、ܲ、イカ、ࢁҶ、ΰϚ、
カシューφッπなど20品目
の表示を推奨しています
が、アーモンドの追加で21
品目となりました。

௨৴ྉͱͷ͕ٛԽ
携帯電話乗り換えやすく

　電ؾ通৴事業法がվਖ਼͞れ、10月̍日から
れました。վਖ਼により、通৴料ۚと͞ߦࢪ
末ۚのが義務化͞れ、ར用者がܞଳ電
話会社を乗り換えやすくなったことで、料ۚ
の値Լげなど事業者ؒのڝ૪がଅ進͞れると
ことがظ͞れます。
　これまでは「̎年ܖ」のような場合、通
৴ܖのܧଓを݅に末ۚが大෯にׂり
引かれていましたが、このような݅の末
ۚの値引きは͞ࢭېれます。ޙࠓは、通৴
料ۚ、末ۚのۚ額をଞ社とൺֱしやすく
なります。ղの際の違ۚが高額であるこ
とも、ଞ社の乗り換えを߇えͤ͞ていた要
Ҽとなっていましたが、上ݶが1000ԁに引き
Լげられました。
　これまでもܖؒظに「റり」がないαー

ビスもありましたが、違ۚ
がかからないかわりに通৴料
が高く設定͞れていたため、
あまりར用者にબばれていま
ͤΜでした。ޙࠓは「̎年ܖ

گʂࡳຈͰΤκγΧϑΣελ
　「エκシカフΣスタ2019�JO ຈ」が9月29ࡳ
日に開͞࠵れました。会場のւಓ大ֶֶ術
ަྲྀ会ؗには166人が๚れ、گでした。
　ೄจଠޑのԋでນ開け。ଳཅ高ߍの
生ెによるڀݚत業ൃ表にଓいて、Ѵಈ物
ԂԂのࡔ౦ࢯݩが生ಈ物のอޢやอશ、
、はࢯً༸ࠤのہڥࢢຈࡳ、生についてڞ
エκシカをࠃ࿈がএえている 4%(T（࣋
ଓՄ能な開ൃ目ඪ）と関࿈付けて、それͧれ
話͞れました。

」等の定ܖظとの通৴料のࠩを月額170
ԁにえることになり、末ۚの値引きも
̎ສԁまでೝめられることになります。
　また、ෆద切な販売方法などが見受けられ
たため、販売ཧళに届出制度をಋ入するな
ど、業務のੋਖ਼をଅすこととなります。

　ઇがͪらつくقઅをܴえ、౮༉のध要
に入りました。ւಓ消費者協会の調ظ
査（શಓ70Ҭ消費者協会のまとめ）に
よると、10月の౮༉価格は̍Ὑ94ԁ̔મ
と、લ月より69મ上ঢしました。̍Ὑ
100ԁをಥഁしたલ年同月より̏ԁ39મ
҆いものの、70ʙ80ԁで推Ҡした一ࡢ
年のౙとൺるとかなり高く、Ոܭの
Өڹが৺です。
　Ոఉではஆ機やڅ౬
ϩードώーςΟンά、ث
などの設定Թ度や使い方
を見しましΐう。ஆ
にཔるだけではなく、カ
ーσΟΨンやͻֻ͟け、
ιッΫスなどを׆用し
て、こまめにઅを৺が
けましΐう。

灯油価格上昇！
節約を心がけましょう

縄文太鼓が披露されたエゾシカフェスタ
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ಓࠃ֎ॅࡏਓ͚ͷ
૬ஊηンλー͕Φーϓン
　ւಓは̔月29日、ւಓ庁別ؗ12֊（ࡳ
ຈࢢதԝ۠̏７）に、「ւಓ外ࠃ人相
談センター」を開設しました。
　ւಓ在ॅの外ࠃ人等を対に、在ཹखଓ
きや事のこと、පӃ、税ۚɾ年ۚ、出産、
子育て、子どものڭ育、ࡂ害、ॅ、݁ࠗɾ
ࠗɾ̙̫などに関する相談に対応します。
対応ޠݴは日ຊޠ、ӳޠ、தޠࠃ、ϕτφム
。Ҏ上ޠݴなど11ޠ
　センターは、☎011－200－9595（受付時ؒ

はޕલ9時からਖ਼̍ޙޕ、ޕ時から̐時まで。
土日ɾ祝日、年末年始はٳΈ）。

αϙーλー੍ઃॅډਓࠃ֎
　ւಓは「外ࠃ人にબばれ、働きらしや
すいւಓ」を目ࢦし、在ॅ外ࠃ人のॅ֬
อのԁ化にけ、「ւಓ外ࠃ人ॅډαϙ
ーター制度」を設しました。
　この制度は、ିॅ等の入ډをੵۃ的
にհɾࢧԉしてくれる団体やෆಈ産ళをಓ
にొする制度です。ొ͞れたαϙーター
の情報は、̔月に開設͞れた相談૭ޱ「ւ
ಓ外ࠃ人相談センター」で׆用、外ࠃ人から
のିॅ等の入
ొ、に対しرډ
団体ɾళをհ
することとしてい
ます。
　詳しくは、ಓ庁
際課のホームペࠃ
ージをࢀরしてく
だ͞い。

๚٬ޫ؍ͷফඅऀτϥϒϧʜ
�国センの「ホットライン」を活用して

　ಠཱߦ法人ࠃຽ生׆センターは、日ຊ
を๚れる外ࠃ人٬ޫ؍の増加に伴い、ޙࠓ
増えていくと༧͞れるτϥϒルに対応す
るため、ࡢ年12月から「๚日٬ޫ؍消費者
ホッτϥイン」を開設しました。
られる相談の特としては、日ຊのͤد　
จ化やश׳に関して、๚日٬ޫ؍ଆのཧղ
ෆや事業者ଆのઆ໌ෆなどがありま
す。ྫえば「ډञでh お通し をɦ出͞れ、
料ۚをࢧうことのٙ」などがڍげら
れます。
通がेにできૄࢥの違いによりҙޠݴ　
ないことによるτϥϒルもあります。ྫえ
ば「けがをෛったため、පӃにߦったが対
応͞れなかった」など。

　また、特に॓ധ༧αイτで、日ຊޠペ
ージではਖ਼しく表示͞れていても、外ޠࠃ
に༁するաఔでҙຯやニュアンスがมわ
ってしまい、日ຊの事業者とのؒでܖ内
容に関するೝࣝに違いが生͡てτϥϒルの
原Ҽとなったようなέースもあります。
　ホッτϥインは☎03－5449－0906（年末
年始を除く平日のޕલ10時から̐ޙޕ時ま
で）。対応ޠݴはӳޠ、தޠࠃؖ、ޠࠃ、
タイޠ、ϕτφムޠ、日ຊޠ。
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インターネットを使わないのに…
ɹɹ8Jô'J ܖσʔλ௨৴Λثػ

Q�　̎カ月લ、が電話で「電話料ۚが҆くなる」とק༠͞れ、Կか
のܖをしたようだ。部にະ開෧のശが
あり、֬ೝしてΈるとࣨ内カϝϥと8Jô'J
機ثが届いていた。料ۚは10ສԁと高額で
ׂいでࢧうようだが、はܖの内
容をશくཧղしていない。そもそもインタ

ーωッτをར用し
ないので、このよ
うな機ثは必要な
い。受けऔった機
をฦしてղしث
たい。
� （50　ঁੑ）

A�　センターでܖॻ໘等を֬ೝし、事業者にい合わͤたとこΖ、ࣨ内
カϝϥ等をར用する見कりセキュリςΟαー
ビスとモόイルσータ通৴のセッτܖにな
っていることがかりました。また、合わͤ
てカϝϥとਾえஔきܕの8Jô'J 機ثもׂ
いでߪ入するܖになっていました。
　セキュリςΟαービスとࣨ内カϝϥ、
8Jô'J 機ثの販売については特定商औ引法
（特商法）の電話ק༠販売に֘するため、
法で定められた߲目が͞ࡌهれたॻ໘を受
けऔった日から̔日ؒはΫーリンάɾΦフが
できます。この事ྫの場合、すでにؒظがա
͗ていたため、ק༠方法等のを伝えて
話し合うことはՄ能と相談者に伝えました。
　また、モόイルσータ通৴ܖについては、
電ؾ通৴事業法の消費者อޢルールがద用͞
れ、事業者はܖ内容等についてઆ໌する義
務があることを情報ఏڙしました。
　センターから、ܖ事者にもௌきऔり
をしましたが、ܖしたαービスや機ث、ຖ
月のར用料ۚなどについてཧղしておらず、
ղしたいとのことでした。そのࢫを事業者
に࿈བྷし、ק༠時にઆ໌がෆしていたこと
と、インターωッτをར用していない人に必
要のない商品やαービスをק༠するのは

があることを伝え、ղを求めました。
　αービスఏڙ事業者が࣮際にק༠をߦった
ཧళに対してק༠の内容を֬ೝしたとこ
Ζ、があったことをೝめ、違ۚ等をࢧ
わずにղできることになりました。ޙ日、
送付͞れた機ثをฦ٫し、すでにࢧった
ۚもฦۚ͞れたことを֬ೝし、相談をऴྃし
ました。

ෳࡶͳܖҙɺૣΊʹ૬ஊΛ
　ޫճઢと合わͤて自のセキュリςΟαー
ビス、インターωッτやύιίンのอकαー
ビスなど͞ま͟まなαービスを組Έ合わͤ
た、ෳࡶなܖをק༠͞れる場合があります。
、内容やαービスがよくからない場合ܖ
す͙にܖをͤず、よくݕ౼しましΐう。
༠時のઆ໌とҟなってק、ॻ໘が届きܖ　
いることにؾづいた場合には、ܖ内容によ
っては特商法のΫーリンάɾΦフや、電ؾ通
৴事業法のॳܖظղ除制度により事業者に
ղを求めることができます。
　また、これらのؒظがա͗ていても、ק༠
方法にがあるとしてղ等について事業
者と話し合いができる場合もあります。τϥ
ϒルにૺったら、早ٸにد࠷りの消費生׆相
談૭ޱに相談しましΐう。

ʤ消費者庁イϥスτ集よりʥ
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　タτΡーシール、フΣイスペインτまたは
ϘσΟペインτは、ϋϩΟンύーςΟー、
スϙーπ؍ઓなどのイϕンτの際にख軽にָ
しめるとあって、ଟくの種ྨの品が販売͞
れています。しかし、ഽに合わずかΏくなっ
た、ണがしたときにഽにইが付きシϛが残っ
た等の事ނ情報が消費者庁にͤدられていま
す。
　そこで、販売͞れている品に有害な
が含まれていないか、ಠཱߦ法人ࠃຽ生׆
センターでςスτを࣮ࢪしたとこΖ、一部の
品において、化হ品には含有がೝめられて
いないがݕ出͞れました。
　特に、子どものൽෘは大人にൺて表ൽが
ബく、ൽෘো害がൃ生するՄ能ੑがあります
ので、これらの品を使用するときは、ҙ
が必要です。

ͷςετൢࢢ
　インターωッταイτで販売͞れている、
タτΡーシール11ฑ、フΣイスペインτ等
9ฑ、合20ܭฑをςスτしました。

ʓ表示
　ςスτ対20ฑத12ฑには使用方法や
ҙに関する日ຊޠ表示がありまͤΜでし
た。日ຊޠ表示のあった̔ฑのうͪ、ൽෘ
に関するҙ表示があったのは̑ฑのΈで
した。
　ྫとしては「ޱɾ目ɾ೪ບ付ۙには使用し
ないでくだ͞い」「使用த、使用ޙ、または、
使用した部Ґにࣹ日ޫがあたり、Έ、は
れ、かΏΈ、ܹ、৭抜け（നൗ等）やࠇず
Έ等のҟৗがあらわれたときは、͝使用をத
し、ൽフՊઐҩ等に͝相談͞れることをࢭ
おすすめします。そのまま使用をଓけますと
ঢ়をѱ化ͤ͞ることがあります」など。
　合が表示͞れていた̔ฑのうͪ、
化হ品の合がೝめられていないタール৭
ૉが表示͞れたฑが̍ฑありました。ま
た、೪ບに使用͞れることがない化হ品にの
Έ合Մ能な৭ૉが̎ฑに表示͞れていま
した。
ʓホルムアルσώド
　タτΡーシール̏ฑ、フΣイスペインτ
等̍ฑでݕ出͞れました。ݕ出͞れたೱ度
では、ͪにൽෘܹを起こす΄どではあり
まͤΜが、時ؒの৮、または৮が܁り
ฦ͞れることにより、ൽෘܹまたはアレル
ギーੑ৮ൽෘԌを引き起こす場合があると
考えられます。
ʓۚଐ
　ۚଐアレルギーのཅੑ率が高いۚଐとして
はۚ、ニッέル、水ۜ、Ϋϩムٴͼίόルτ
がられています。̎ฑにはΫϩム、9
ฑにはίόルτが含まれていました。
　これらの品には、ۚଐが含まれているࢫ
の表示がありまͤΜでした。ۚଐアレルギー
のある方は、品にҙ等が表示͞れていな
い場合でもۚଐが含まれているՄ能ੑがある
ので、ҙが必要です。

λτΡʔγʔϧϑΣΠεϖΠϯτʹΑΔλτΡʔγʔϧϑΣΠεϖΠϯτʹΑΔ
ഽτϥϒϧ͕ൃੜʂഽτϥϒϧ͕ൃੜʂ

消費ऀிɾ国ຽੜ
ࢿセンターެ表׆
料をとに࡞

タτΡʔシʔϧ
ʢফඅऀிެදࢿྉΑΓʣ

フェΠスϖΠϯτ
ʢফඅऀிެදࢿྉΑΓʣ

フェΠスϖΠϯτإʹృͬͯ༻
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ফඅऀͷΞυόΠε
ɾ�化হ品のように҆શੑのج準等が定められ
た品ではないことにཹҙして使用しまし
ΐう。子どもに使用する場合は、よりҙ
が必要です。
ɾ�アレルギー体質の方は、表示をよく֬
ೝしましΐう。
ɾ�ഽにইや࣪などのҟৗがある場合には使
用しないようにしましΐう。ঢ়をѱ化͞
ͤるՄ能ੑがあります。

ɾ�使用方法、ണがし方、対年ྸٴͼ使用上
のҙをよくಡΜでから使用しましΐう。

ɾ�事લにの内ଆなどの目ཱたない部で使
用ςスτをしましΐう。

ɾ�ഽに合わない場合はす͙に使用をதࢭし、
Έ、जれ、かΏΈ、௧Έ、ܹやࠇずΈ
等のҟৗがある場合にはൽෘՊҩを受し
ましΐう。

˔ϗルムアルデώド分ੳ݁Ռ

ྉ　ࢼ λτΡʔγʔϧ

ᶺ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ø÷ øø

ϗϧϜΞϧσώυྔ
（Ж̶ ö̶ ） ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ þ ʕ øý ʕ ʕ ûÿ

ྉ　ࢼ ϑΣΠεϖΠϯτ

ᶺ øù øú øû øü øý øþ øÿ øÿ ù÷

ϗϧϜΞϧσώυྔ
（Ж̶ ö̶ ） ʕ ʕ ʕ ʕ ÿý÷ ʕ ʕ ʕ ʕ

˞タτΡーシールは（ᶺ̍ʙ11）は、ࢴを含Ήࢼ料தの含有量。
˞フΣイスペインτ等のうͪ、ෳ৭がセッτになった品は、৭についてੳ。
˞ʕɿݕ出ͤず。定量Լݶ（̑μｇöｇ）ະຬ。

˔ۚଐのݕग़݁Ռ

ྉ　ࢼ λτΡʔγʔϧ

ᶺ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ø÷ øø

ΫϩϜ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ग़ݕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ

ίόϧτ ग़ݕ ग़ݕ ग़ݕ ग़ݕ ग़ݕ ʕ ग़ݕ ʕ ʕ ग़ݕ ग़ݕ

ྉ　ࢼ ϑΣΠεϖΠϯτ

ᶺ øù øú øû øü øý øþ øÿ øÿ ù÷

ΫϩϜ ʕ ʕ ʕ ग़ݕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ

ίόϧτ ग़ݕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ

˞ʕɿݕ出ͤず。
˞フΣイスペインτ等のうͪ、ෳ৭がセッτになった品は、৭についてੳ。
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ʕɹ�ɹʕ

しまͤΜ͔ʂडதֶݟ

　ւಓཱ消費生׆センターには食品の
や品のੑ能などを調る商品ςスτࣨや、
その݁Ռをかりやすくհしたల示ホール
があり、ਵ時、見ֶを受け付けています。
　平30年度は大ֶやઐֶߍ、ொ内会、自
体৬һなど53団体࣏会、消費者団体、自࣏
548人が๚れました。ࢀ加者はѱ質商法や特
घٗのखޱをるϛニ࠲ߨにࣖをけ、食
品のண৭料や、ણҡなどの؆қ࣮ݧにऔ
り組Έました。
　ར用はແ料です。໊̎Ҏ上で༧が必要と
なります。࠲ߨや࣮ݧの内容等については相

談に応͡ます。
　ਃしࠐΈ、い合わͤはڭ育ൃܒάルーϓ
。

ù÷ù÷൛「 Β͘しの౾ࣝ」ൃ 」ù÷ù÷൛ץ Β͘しの౾ࣝ」ൃ ץ

　ಠཱߦ法人ࠃຽ生׆センターは、くらし
にཱつࣝや情報をかりやすくまとめ
た、2020年൛の「くらしの౾ࣝ」ʹࣸਅʹ
をൃץしました。
まれやすい消ࠐきר年の特集は、ए者がࠓ　
費者τϥϒルをまとめた「ͻとりཱͪを応
ԉʂ消費生׆φビ」と、ࡂ害時にをकるた
めのߦಈやࡂ害のඋえをまとめた「ࡂ害に
උえる」の̎ຊ。΄かに「ܖに関するૅج
ࣝやܖτϥϒル、ωッττϥϒルなどを
イϥスτやࣸਅをަえて
հしています。また、2020
年̐月のຽ法վਖ਼にも対応
しています。̖̑判、176
ページ。523ԁ（税ࠐΈ）。
大खॻళかւಓ報販売
ॴ（☎011－231－0975）。

札幌市中央区北3西7 北海道庁別館西棟
TEL ０１１－２２１－０１１０
FAX ０１１－２２１－４２１０
相談専用電話 ０５０－７５０５－０９９９

ホームページのご案内
　当センターのホームページでは、悪質商法
の最新事例や製品事故情報、商品テストの
結果などを紹介しています。ご活用ください。
http://www.do-syouhi-c.jp/

当センターは一般社団法人北海道消費者協会が指定管理者として業務を行っています。
（相談受付時間：平日／午前9時～午後4時30分）

北海道立消費生活センター

検索北海道立消費生活センター

くΒ͠ͷηϛφʔʹ͝ࢀՃく͍ͩ͞
　ಓཱ消費生׆センターは、その時ʑのタイ
ムリーなςーϚをऔり上げ、かりやすくղ
આする「くらしのセϛφー」を開࠵していま
す。ςーϚは表をࢀরしてくだ͞い。受ߨ料
ແ料。ಓຽカレッジ࿈࠲ߨܞです。
　ਃしࠐΈ、い合わͤは、ڭ育ൃܒάルー
ϓ（☎011－221－0110）。

日　時 ςーϚとࢣߨ

øø݄øú（ਫ）
øú�÷÷ʙøü�÷÷
（डத）

ゲノム編集食品は҆શかʁ
ʙւಓの農業と食のະ来ʙ
ւಓ大ֶ҆શӴ生ຊ部
ࢯत　ੴҪڭ

øù݄øø（ਫ）
øú�÷÷ʙøü�÷÷

（øø݄øú͔Βड）

ۙにഭるࡂ害のݥة
ʙい͟という時にࠔらないための
　ςΫニッΫʙ
育アドόڭࡂւಓ　࢜༧報ؾ
イβー　ॅ༑੩ࢯܙ

లࣔίʔφʔΛֶ͢ݟΔֶੜたͪ
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